
住民説明会資料② 

【御意見・御質問に対する回答】 

県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会 
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資料２ 



№ 分  野 

１ ごみ処理広域化について 

２ ごみ減量・リサイクル率などについて 

３ 候補地選定，環境影響評価などについて 

４ その他 

 ここからは，令和元年９月に太田地区で開催した住民説
明会や，他の地区での説明会等で寄せられた御意見や御質
問についてお答えします。主な項目は次のとおりです。 
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１ ごみ処理広域化について 

№ 内   容 

① 
広域化は，ごみ減量への意識を衰退させ，住民参加の処理システムにはならず，減
量・資源化に逆行するのではないか。 

② ごみ処理広域化は総務省が見直しの勧告をしているのではないか。 
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Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

花巻市（ｔ） ３８，４７１ ３６，３７３ ３４，７９５ ３３，０２２ ３２，０８７ 

北上市（ｔ） ２７，１０８ ２６，８６９ ２７，２１７ ２６，６０５ ２６，６７３ 

遠野市（ｔ） ９，６１２ ９，３９６   ９，３０１ ８，９０２ ８，８７２ 

西和賀町（ｔ） １，８３６ １，８０３ １，７７９ １，７３１ １，６８３ 

計（ｔ） ７７，０２７ ７４，４４１ ７３，０９２ ７０，２６０ ６９，３１５ 

１人１日当たり（ｇ） ９１７ ８９０ ８７７ ８５２ ８４８ 
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１－① 広域化は，ごみ減量への意識を衰退させ，住民参加の処
理システムにはならず，減量・資源化に逆行するのではないか。 

岩手中部クリーンセンターの例 構成市町のごみ排出量 

 平成27年10月に稼動した岩手中部クリーンセンターでは，稼動開始以後も構成市町にお
けるごみ総排出量，１人１日あたりの排出量いずれも減少傾向となっています。 
  

環境省発表「一般廃棄物処理実態調査」より 
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■ 一般廃棄物の減量や適正な処理は市町村の事務ですが， 
 
 一般廃棄物の処理に関する事務を共同処理している一部事務組合（特別地方公共団体）
は，平成29年度時点で全国に574団体あり，構成市町村と協力し，ごみの減量や適正処理
等に取り組んでいます。 
   ※盛岡・紫波地区環境施設組合など 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第４条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民 
 の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要 
 な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事 
 業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方 
 法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。 

県央ブロックの各市町は，ごみの減量や適正処理の確保に関し，
緊密に連携しながら，責任をもって取り組んでいきます。 

※ 
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１－② ごみ処理広域化は総務省が見直しの勧告をしているので
はないか。 

平成28年３月総務省 「一般廃棄物処理施設の整備・維持管理に関する行政評価・監視」 

 上記勧告を受けて 

・ 広域化・集約化の必要性 
 ⇒ 持続可能な適正処理の確保や気候変動対策の推進など，５項目により広域化・集約化の必 
   要性をまとめている。 

 
・ 広域化・集約化計画の策定 
 ⇒ 人口及びごみ排出量等の将来予測など，広域化・集約化計画に必要な内容をまとめている。 
 

  などについて改めて地方公共団体に通知しています。 

 今後の広域化・集約化の考え方や推進方策等について，改めて地方
公共団体に提示 

勧 告 

 平成31年３月29日付け環境省通知 

「持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化について」 



２ ごみ減量・リサイクル率などについて 

№ 内   容 

① どのように２５０トン（７５３トン→５００トン）を減らしていくのか。 

② 
リサイクルを徹底的に行って，その上でどの位の規模の焼却施設を造るか判断するべ
きではないか。 

③ リサイクル率が高い自治体の取り組みを学ぶのが先ではないか。 
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施設名等 炉の型式 
処理能力 
（ｔ/日） 

年間処理
量（ｔ） 

※年間処理量から計算
した施設規模（ｔ/日） 

盛岡市クリーンセンター ストーカ炉 ４０５ ７０，４０５ ２６２．０ 

八幡平市清掃センター ストーカ炉 ５０ ８，５３２ ３１．８ 

葛巻町清掃センター ストーカ炉 １０   １，１３５ ４．２ 

岩手・玉山環境組合 ストーカ炉 ２８ ６，３１１ ２３．５ 

盛岡・紫波地区環境 
施設組合 

溶融炉 １６０ ３２，２８０ １２０．１ 

滝沢･雫石環境組合 溶融炉 １００ ２３，０７３ ８５．９ 

７５３ １４１，７３６ ５２７．５ 

８ 

環境省発表「一般廃棄物処理実態調査(平成29年度版)」より 

 平成29年度の６施設における年間処理量から施設規模を計算すると
527.5トンとなり，基本構想での試算値456.9トン以下を目指して減量して
いくこととなります。 

※施設規模は「年間処理量÷365÷実稼働率（0.767）÷調整稼働率（0.96）」により算出 

２－① どのように２５０トン（７５３トン→５００トン）減らしていくのか。
具体的な対策は。 

現有６施設の処理状況と施設規模（試算） 



広域８市町は，この目標を達成するため， 
それぞれの地域の特性を踏まえながら緊密に連携し， 
圏域におけるごみ減量・資源化に取り組んでいきます。 

 盛岡広域８市町では，圏域における３Ｒ推進の目標と必要な施策を定めるため，令和元年度中に， 

令和２年度から６年度までの５年間を計画期間とする「循環型社会形成推進地域計画」を策定する 

こととしています。 

 平成30年度に検討した計画（案）では，令和元年度から５年度までの５年間を計画期間と
し，次の目標を定めています。 

 

 ① 新たな焼却施設の稼働１年前までに，受け入れるごみの種類の標準を定めること。 

  

 ② 平成28年度から令和５年度までの７年間で，１人１日当たりの家庭ごみ（資源となる 

   ものを除く。）の排出量を７％削減すること。 

    
   ※ この目標は，各市町が策定している一般廃棄物処理計画において，おおむね10年間で10％削減する目標 

    としていることとの整合を図り設定しています。 

今後，策定する計画でも同様の目標とする予定です。 
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市町名 重点施策等 

盛岡市 
○家庭ごみの地区別収集によって把握される地区別の排出状況に基づく細や
かな周知啓発 
○資源化可能な事業系古紙の焼却施設への搬入規制 

八幡平市 
○家庭系ごみ有料化をはじめとした排出量削減策の検討 
○分別収集区分の拡大に向けた検討 

滝沢市 
○ごみになりにくい商品の普及 
○リデュース（発生抑制）の推進 

雫石町 
○環境講座やイベントなどでの町民へのごみ減量と資源循環の啓発活動 
○食品廃棄物の排出抑制 

葛巻町 
○生ごみの堆肥化への補助制度 
○住民・事業者の自主的取組の支援，情報提供 

岩手町 
○ごみ減量化・３R運動の促進 
○廃棄物関係施設の適正な維持管理 

紫波町 
○意識啓発と情報提供 
○生ごみ堆肥化の推進 

矢巾町 
○わかりやすい普及啓発，情報提供 
○地域の集団資源回収の促進 
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各市町の現行の一般廃棄物処理計画等における減量化目標達成のための施策例 

 今後，８市町が連携し計画を立案していく予定です。 
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２－② リサイクルを徹底的に行って，その上でどの位の規模の
焼却施設を造るか判断するべきではないか。 

■施設規模の500トンは，令和11年度の日平均ごみ処理量の推計から算出した
量に，災害ごみ受入分を考慮して試算した値です。 
 
施設規模の試算「県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想」より 
 
○計画年間日平均処理量（Ｒ11）＝122,794ｔ÷365日≒336.4ｔ 
 
○施設規模（ごみ排出量）＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 
            ＝336.4ｔ÷0.767÷0.96＝456.9ｔ 
 
○災害廃棄物分＝32.1ｔ（処理必要量）÷0.767÷0.96＝43.6ｔ 
  
○施設規模（全体）＝456.9ｔ＋43.6ｔ≒500ｔ 
 

 施設規模については，ごみ減量化の取組みを進めていき，より規模を小
さくできるよう，計画期間の中で見直しを行っていきます。 
 なお，各市町によるごみ減量施策も並行して進めていきます。 
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２－③ リサイクル率が高い自治体の取り組みを学ぶのが先で
はないか。 

 自治体等によって資源化物として収集され，リサイクル業
者へ直接引き渡されたごみ 
（例：市が収集する古紙） 

 リサイクル率(％)＝ ×１００ 

直接資源化量 
中間処理後 
再生利用量 

集団回収量 

ごみ処理量 
 

集団回収量 
直接資源化量 直接焼却量 

焼却以外中間処理量 直接最終処分量 

＋ ＋ 

＋ 

直接資源化量 

中間処理後 
再生利用量 

・焼却や破砕などの中間処理で発生した残さのうち資源とし 
 て利用されたもの。 
 （例：溶融スラグ，破砕施設で回収された金属など） 
・選別・圧縮などの中間処理を経て資源化されたもの。 
 （例：缶，ペットボトル，容器包装プラスチックなど） 
  



13 

市名 
リサイク
ル率 
（％） 

人口（人） 
直接資源
化量（ｔ） 

中間処理後
再生利用量 

（ｔ） 

集団 
回収量（ｔ） 

ごみ 
処理量（ｔ） 

小金井市 ５１．８ １１９，９８４ ５，７６４ ７，８７２ １，５９９ ２５，２６７ 

鎌倉市 ５１．５ １７６，３９８ ８，００８ ２３，０３８ ０ ５９，７４６ 

倉敷市 ４５．３ ４８３，７８８ ４，６７７ ６４，２６３ １３，０８９ １６８，０００ 

県央 １８．８ ４７１，３５７ ３，７３５ ２０，４１４ ８，２７４ １６４，３０２ 

■リサイクル率が高い自治体の特徴(人口10万人以上50万人未満) 

市名 
１人１日当たりの家庭
ごみ（資源除く）（ｇ） 

１人１日当たりの事業系ご
み排出量（ｇ） 

直接焼却量（ｔ） 

小金井市 ３７１ ８ １１，９６４ 

鎌倉市 ３３０ ２６１ ３０，６３９ 

倉敷市 ５１０ ３９７ １５６，１２５ 

県央 ４９８ ３５６ １３４，１２４ 

環境省発表「一般廃棄物処理実態調査（平成29年度版）」より 
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■１人１日当たりの家庭ごみ（資源除く）が少ないこと，ごみ処理量が少ないことな
どが挙げられます。 

小金井市の特色 

○可燃ごみの処理 
「多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱」に基づき，多摩地
域の自治体及び一部事務組合に依頼 
 ⇒ 「ごみの減量及び資源化の推進」の必要性 

基本方針 

○発生抑制を最優先とした３Ｒの推進 

○安心・安全・安定的な適正処理の推進 

小金井市の取り組み 

施策例：ごみを出さないライフスタイル(食品ロスの削減など)の推進，
安心・安全・安定的な収集運搬の推進 など 
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■１人１日当たりの家庭ごみ（資源除く）が少ないこと，ごみ処理量が少ないことな
どが挙げられます。 

鎌倉市の特色 

○ごみの発生抑制を最優先とした３Ｒの取組みの拡充 

○ライフスタイルや事業活動の見直しを促す情報発信の推進 

○適正かつ持続可能な廃棄物処理の推進   など６つの基本方針 

鎌倉市の取り組み 

 市内のごみ焼却場の一つを稼働停止し，焼却許容量が減少。市
内には新ごみ焼却施設は建設せず，※広域処理などにより処理す
る方針。 ※平成28年７月に鎌倉市，逗子市，葉山町でごみ処理広域化に覚書を締結 

 ⇒さらにごみ焼却量を減らす必要性   

施策例：生ごみの資源化（植木剪定材の堆肥化など），ごみと資源
物の分別徹底 など 
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■ごみ処理量，直接焼却量は多いものの，中間処理後再生利用量が多いことな
どが挙げられます。 

倉敷市の特色 

○基本的理念 

・生産，消費段階を含めた「ごみ」そのものの発生・排出抑制(５Ｒの実践) 
  ※５Ｒは，３Ｒ（リデュース，リユース，リサイクル）にリフューズ（購入抑制）、リジェネレイト（再生品の使用）を 
  加えたものです。 

・環境教育の充実 
・廃棄物の減量化・資源化の推進及び適正処理  

倉敷市の取り組み 

○中間処理後再生利用量が多い理由 
 水島エコワークス（株）で倉敷市からの一般廃棄物を資源化（燃料
ガス，スラグ，メタルなど）している。 

施策例：ごみステーションでの目標見える化事業，常設リサイクルス
テーションの設置 など 
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①いずれの市も発生抑制（３Ｒなど）を推進している。 
②リサイクル率が高い自治体ごとに特色や施策などに違いが見られる。 
③鎌倉市では，ごみ減量・資源化に取り組むとともに，近隣自治体との間で，覚書を締結し，
ごみ処理広域化の取組みをはじめている。 

①リサイクル率については，向上させるための取組みが必要ではあるものの，ご
み減量を進めた結果，率が上がらないなど，ごみ減量施策と直接繋がらない場
合があります。今後も，圏内８市町では３Ｒなどを推進し，ごみ減量化を進めてい
きます。 
 
②各自治体で人口規模などやごみ処理の状況が異なっています。他市町村の
取り組みを調査・研究しながら，各市町のごみ処理状況に合った施策を考えてい
きます。 
 
③ごみ減量・資源化と，ごみの適正処理はどちらが先ではなく，同時に考えるべ
きものと考えます。今後予想される，人口減による自治体の税収減や担い手不
足などに対応した効率的なごみ処理の方法として，広域処理を進めていきます。 



３ 候補地選定，環境影響評価などについて 

№ 内   容 

① 
盛岡インターチェンジ付近は盛岡市の入口である。観光面や産業面への影響は考え
ているのか。 

② 
盛岡インターチェンジ付近は川のそばである。災害のことを考えると整備予定地にそ
ぐわないのではないか。 

③ 環境影響評価はいつ行うのか。結果が良くない場合はどうするのか。 
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○ 期待される好影響 

 ・ 現在未活用のエリア（区画整理跡地）に  

   ⇒ ごみ処理施設のエネルギーを活用した集客施設などができる可能性 

   ⇒ まちづくりの進展に伴い商工業関係事業所の進出の可能性 

  

 ・ 土淵地域の皆様と取り組んでいるまちづくり 

   ⇒ （仮称）前潟駅新設や交通対策による地域の交通環境改善との相乗効果 

 ・ これまでより人が訪れる機会が増加（交流人口の増加） 
 ・ 地域の魅力，集客力アップ 

見込まれる効果 

エネルギー利活用の方策，まちづくりの方向性は， 

地域の皆様の意見を聴きながら，検討していきます。 

・ 盛岡ＩＣ付近（上厨川地区土地区画整理跡地）にごみ処理施設が建設される。 

・ ごみ焼却のエネルギーを利活用したまちづくりが行われる。 

・ 土淵地区の皆様と取り組んでいるまちづくりに基づく交通対策等が進む。 

※ 以上の状況における近隣の商業施設等への影響を想定します。 

３－① 盛岡インターチェンジ付近は盛岡市の入口である。
観光面や産業面への影響は考えているのか。 
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事例１：地域の防災拠点 ＜東京都 武蔵野クリーンセンター＞ 

■施設の機能やまちづくりについて検討
を重ね，災害にも強い施設づくりとして
エネルギー供給機能を備えた「地域の防
災拠点」の施設事例です。 
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■ イベント等の開催 
   定期的にイベントが開催され，敷地内には飲 
  食ブースが並び，エコに関するワークショップが 
   開催されるなど，多くの市民でにぎわっています。 

出典：武蔵野クリーンセンターHP 
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● 懸念される事項 
 

 ・ 近隣にごみ処理施設が立地することによって 

   ⇒ 環境が悪化するとの風評による営業へのマイナス影響 

 ・ 市（協議会）では施設の安全対策，環境対策をしっかり行いそのＰＲも行う。 

                                            (風評の抑止) 

 ・ 他の都市で風評被害は起きているのか？現状を把握するための情報提供。 

必要な対策 

 全国には，ごみ処理施設を地域づくりの核として位置付け，地域に溶け
込ませながら賑わいを創出している例が多くあります。 

 今後も，参考となる事例を調査・研究し，地域の活性化に取り組みます。 

 地域の住民，事業者の皆様との連携・協働により，近隣の商業施設にも相乗効果

が及ぶような地域の活性化，まちづくりを目指していきます。 

 よりよいまちづくりに結びつくよう，共に取り組んでいきたいと考えております。 
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大気汚染物質の濃度測定結果（平成29年度） 
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測定項目 

環境基準 
（国の基準） 
日平均 

※ダイオキ
シン類は年
平均値 

盛岡市クリーンセンター周辺 

盛岡市内 
測定場所 

松園 上米内 測定場所：津志田 

（都南総合支所） 

二酸化硫黄(ppm) 0.04 

日平均の 
 

年間最大値 

0.002 0.001 0.002 

二酸化窒素(ppm) 0.06 0.020 0.013 0.030 

 浮遊粒子状物質(mg/m3) 0.10 0.039 0.039 0.050 

 ダイオキシン類 
 (pg-TEQ/m3) 

※0.60 年平均値 0.011 0.014 

■盛岡市クリーンセンターでは，地域住民との協議により，国が定め
る排出基準よりも排出濃度を低く設定した，より厳しい基準を定め，
施設の運転管理を徹底しています。 

３－① 資料 



■ 焼却施設周辺の学校のぜん息被患率 
  「学校保健統計調査」結果 

資料：文部科学省「学校保健統計調査」 
割合：≪気管支喘息≫の該当者/全児童・生徒数 
 
■本調査結果では，「焼却施設」が「ぜん息」の直接原因となっていると特定す
るのは難しいものと考えられます。 
 なお，総務省が設置する「公害等調整委員会」においては，「焼却施設」が公
害や健康被害の直接の原因と認められた事例報告はありません。 
 

小学校 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

市
ク
リ
ー
ン 

セ
ン
タ
ー
周
辺 

米 内 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

松 園 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

北松園 3.9 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 

東松園 5.5 5.6 6.3 5.9 5.0 0.0 

土 淵 0.0 0.3 0.0 2.8 3.6 4.1 

市平均 2.55 2.13 2.48 1.33 1.95 0.95 

県平均 3.50 3.60 3.50 2.50 3.90 2.90 

全国平均 4.15 3.88 3.95 3.69 3.87 3.51 

中学校 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

市
ク
リ
ー
ン 

セ
ン
タ
ー
周
辺 

松 園 2.0 2.1 2.0 1.8 0.4 0.0 

北松園 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

米 内 3.4 3.8 4.2 0.0 0.0 0.0 

土 淵 4.9 5.8 2.5 1.8 1.7 0.0 

市平均 1.43 1.43 1.85 1.53 1.49 1.30 

県平均 2.20 2.00 1.80 1.50 3.10 3.40 

全国平均 3.22 3.03 3.00 2.90 2.71 2.71 

 （単位：％）  （単位：％） 
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３－① 資料 



環境モニタリング項目 

公害防止協定 

第７条関係 

土壌調査地点 

・施設騒音 
・施設臭気 
・施設振動 

移動観測（上米内明通沢） 

定点観測所（上米内） 

定点観測所（松園） 

移動観測（小鳥沢二丁目） 

交通騒音 
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３－① 資料 参考（盛岡市クリーンセンター）の場合 
 



  

区分 基準値 ６月 ９月 １２月 ３月 

朝 50dB 39dB 44dB 35dB 36dB 

昼 55dB 40dB 38dB 38dB 36dB 

夕 50dB 39dB 42dB 40dB 39dB 

夜 45dB 39dB 44dB 35dB 36dB 

平成30年度クリーンセンター測定結果（敷地境界） 

騒音は，それぞれの時間帯毎の基準値に対し，いずれの季節に
おいても基準を下回っています。 

音の目安：30db 郊外の深夜・ささやき声   50db エアコンの室外機 
     40db 市内の深夜・図書館       60db 普通の会話 

騒音の測定結果 
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３－① 資料 



区分 基準値 測定結果 比較 

アンモニア 
（し尿臭） 

1ppm 0.1ppm未満 1/10未満 

硫化水素 
（卵の腐ったにおい） 

0.02ppm 0.002ppm未満 1/10未満 

臭気濃度＊ 10 10未満 基準値未満 

平成30年度クリーンセンター測定結果（敷地境界） 

測定年月日：平成30年8月21日 
＊臭気濃度 ＝ 検体を無臭の空気で薄めていき，においを感じ  

       なくなるまでに何倍に薄めたかを表す。 

上記を含む22種類の物質と臭気濃度を測定した結果，いずれの
項目も基準値を下回っています。 

臭気の測定結果 

エアカーテンの設置や，ピット内の臭気を含んだ空気を焼却
炉内で燃焼することで，臭気の流出対策を行っています。 
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３－① 資料 



懇談会で示した跡地利用のイメージ図 

※ 一例として示したものであり，地域の皆様の意見 
 を伺いながら，今後具体化していくものです。 
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■今日のごみ処理施設は，技術進歩，エネルギー利用や防災拠点としての機
能など，地域に貢献する施設としての活用が拡がっています。 
 新しい施設については，施設の安全対策や排出基準や自主基準により環境
基準を遵守するための環境対策を行い，そのＰＲを行うなど，風評の抑止に
努めます。  
 なお，類似の施設周辺において，風評被害が出ているという事例について
は把握しておりません。 



洪水浸水想定区域 

盛岡ＩＣ付近 

整備候補地 
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３－② 候補地は川のそばであり，災害のことを考えると整備予
定地にそぐわないのではないか。 



■29ページのとおり，盛岡インターチェンジ付近は，浸水想
定区域にはなっていません。 
 なお，上流に御所ダムがありますが，平成25年８月の大雨
の際には，ダムの計画量の約1.5倍の流入があったものの，ダ
ムの防災操作により下流河川の水位を約４ｍ低下させ，氾濫
を回避したと公表されています。（岩手河川国道事務所 回
答） 
 今後，施設整備計画を策定する際に，外部の専門的な知見
も取り入れながら想定すべき災害とその対策を検討していき
ます。 
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岩手山の噴火時に
は，約10ｃｍの降灰
が想定される。 
※風向きによって降る可能性
のある範囲を表示したもの。 

盛岡ＩＣ付近 

想定される対策 
換気空気の取入口への
フィルター設置等により 
施設の運転に支障はない 
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※参考【岩手山の噴火について】 



３－③ 環境影響評価はいつ行うのか。結果が良くない場合はど
うするのか。 

■環境影響評価とは  
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対 象  道路の新設や宅地開発，ごみ処理施設の建設など大規模
な開発事業などを行う場合に実施。 

手続・目的 事業の実施が周辺の環境にどのような影響を及ぼすか 
調査・予測・評価 

結果を公表 
住民や知事・市町村長の意見を聴く 

適切な対策を講じて 
環境への影響をできるだけ少なくすることが目的 

事業実施の位置，施設規模，工事計画を基に予測する必要がある 

整備予定地を決定し，施設の基本構想等を策定した後 
の実施を予定しています。 

実施時期 



４ その他 

№ 内   容 

① 土淵地区と太田地区で進め方が違うのはなぜか。 
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４－① 土淵地区と太田地区で進め方が違うのはなぜか。 
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 住民説明会の開催にあたっては，平成15年の岩手県からの通知を参
考に，整備候補地から半径500ｍ以内に人家のある自治会・町内会を
対象範囲として設定し，平成29年７月から説明会を行ってきました。 
 

日付 内容 

平成29年７月 第１回住民説明会（対象自治会：上厨川自治会，前潟自治会） 
【主な質問・意見】 
・環境に対する不安，国道４６号線の交通渋滞 

・地域振興策                       ほか 

平成29年10月 第２回住民説明会（対象自治会：上厨川自治会，前潟自治会） 
【主な質問・意見】 
・範囲を拡げた住民説明会の実施 

・土地区画整理事業との関係             ほか 

 土淵地区の現在までの経過 



  日付 内容 

平成30年５月 土淵地区まちづくり懇談会（対象自治会：土淵地区全６自治会） 
【懇談事項】 
「土淵地区の均衡あるまちづくり計画について」 
①新駅の設置 

②交通対策 

③上厨川土地区画整理組合跡地利用 

平成30年11月 第１回「土淵地区のふれあいと賑わいのあるまちづくり懇談会」 
【懇談事項】 
（１）（仮称）前潟駅の新設 

（２）交通対策 

（３）上厨川地区土地区画整理事業跡地の土地利用 

平成31年１月 第２回「土淵地区のふれあいと賑わいのあるまちづくり懇談会」 
※第１回懇談会と同じ懇談事項 

各メニューとも第１回懇談会での主な意見・質問等への回答 
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 平成30年度以降からは，平成30年５月に行った「土淵地区まちづくり懇談
会」での懇談事項を踏まえ，全６自治会に対し懇談会を実施しております。 
 また，懇談会等により住民からいただいた御意見を踏まえ，ごみ処理施設
の見学会やシンポジウムを開催しております。 



  

日付 内容 

平成31年２月 「秋田市総合環境センター」視察・見学会 
見学の目的：周辺環境が類似 

令和元年５月 第３回「土淵地区のふれあいと賑わいのあるまちづくり懇談会」 
※第１，２回懇談会と同じ懇談事項 

各メニューとも第１，２回懇談会での主な意見・質問等への回答 

令和元年７月 「仙台市松森工場」視察・見学会 

見学の目的：周辺環境が類似，スポパーク松森（余熱利用） 

令和元年９月 １４日「武蔵野クリーンセンター」視察・見学会 

見学の目的：地域との関わり（視察日開催のエコイベント） 
２１日シンポジウム開催 

内容：「廃棄物エネルギーを活かしたまちづくりと住民参加」 
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 今後とも，機会を捉えて太田地区を対象とした説明会を実施するほ
か，御要望に応じて説明会以外（施設見学など）の実施について検討
してまいります。 
 なお，施設の近隣地区に限らず，広域圏内住民に対しては，今後も
機会を捉えてホームページや広報等を通じ，整備事業の進捗状況など
について周知を図っていきます。 


